
議案第１号 新潟都市計画 区域区分の変更（案） （新潟市決定）

議案第2号 新潟都市計画 用途地域の変更（案） （新潟市決定）

議案第3号 新潟都市計画 地区計画の決定（案） （新潟市決定）

議案第４号 新潟都市計画 地区計画の変更（案） （新潟市決定）
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1.都市計画の体系

2.区域区分見直しの経緯とねらい

3.各地区の概要
-開発候補9地区
-用途変更提案1地区

4.手続きの状況
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次第



１．都市計画の体系（議案第1号～第４号）

２．区域区分見直しの経緯とねらい（議案第1号）

３．各地区の概要
-開発候補9地区（議案第1号～第4号）
-用途変更提案1地区（議案第2号）

４．手続きの状況（議案第1号～第４号）
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地区計画

都市施設 市街地開発事業

市町村マスタープラン （新潟市 都市計画基本方針）

区域区分

4

都市計画の体系

都市計画区域マスタープラン （整備、開発及び保全の方針）県

（地域地区）
- 道路
- 公園
- 下水道 など

-土地区画整理事業

-市街地再開発事業 など

- 市街化区域
- 市街化調整区域

土地利用規制

- 用途地域

- 特別用途地区 など

議案

第１号

議案

第２号

議案

第３号
議案

第４号



区域区分制度の概要

5

市街化を抑制すべき区域

市街化調整区域

◆都市計画法 第7条

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要がある
ときは、都市計画に「市街化区域」と「市街化調整区域」との区分を定めることができる。

計画的に市街化を図るべき区域

↓

・ 既に市街地を形成している区域

・ 概ね10年以内に優先的かつ計画的に

市街化を図るべき区域

市街化区域

◆区域区分制度の目的

無秩序な市街化防止 、 効率的な公共投資 、 計画的な市街地形成

図 区域区分のイメージ

議案

第１号



用途地域の概要

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

低層
住居専用地域

第一種

第二種

中高層
住居専用地域

第一種

第二種

住居地域
第一種

第二種

田園住居地域

6

・地域の目指すべき土地利用の方向を考えて定められる色塗り

・住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもの

・建物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどを制限

議案

第２号



地区計画の概要

7

◆概要

・それぞれの地区の特性に応じて良好な都市環境の形成を図る

・きめ細やかな土地利用の計画と、

小規模な公共施設の計画を一体的に定める

・地区計画の目標、方針、地区整備計画からなる

◆地区計画で定められるルールの例

・建築物の形態
（用途、容積率、建蔽率、高さ、デザイン など）

・地区施設
（生活道路、小公園、広場、遊歩道などの配置）

・その他
（垣柵、緑化率など）

議案

第４号
議案

第３号

新たに市街化区域に編入される地区は、開発計画を担保するため地区計画を設定



１．都市計画の体系（議案第1号～第４号）

２．区域区分見直しの経緯とねらい（議案第1号）

３．各地区の概要
-開発候補9地区（議案第1号～第4号）
-用途変更提案1地区（議案第2号）

４．手続きの状況（議案第1号～第４号）
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次第

区域区分の変更の妥当性

審議事項



新潟都市計画区域の区域区分の見直し経過

←増減市街化区域都市計画区域指定年月日計画決定等

-11,960 ha58,259 ha昭和45年11月当初決定

+398 ha12,358 ha58,358 ha昭和53年6月第１回見直し

±0 ha12,358 ha58,340 ha昭和58年3月随時変更

+251 ha12,609 ha58,347 ha昭和61年3月第２回見直し

－172 ha12,437 ha58,347 ha昭和62年8月随時変更

+53 ha12,490 ha58,347 ha平成 元年3月随時変更

+575 ha13,065 ha58,250 ha平成3年12月第３回見直し

+69 ha13,134 ha58,250 ha平成5年10月随時変更

+34 ha13,168 ha58,250 ha平成9年3月随時変更

+756 ha13,924 ha57,876 ha平成12年2月第４回見直し

+9 ha13,933 ha57,876 ha平成16年3月随時変更

±0 ha13,933 ha57,876 ha平成16年5月法改正

+1,513 ha15,446 ha87,078 ha平成23年3月第５回見直し

+10 ha15,456 ha87,078 ha平成26年3月随時変更

±0 ha15,456 ha87,078 ha平成28年2月随時変更

+74 ha15,530 ha87,078 ha令和2年7月随時変更

+7 ha15,537 ha87,078 ha令和3年3月随時変更

+45 ha15,582 ha87,072 ha令和6年3月第６回見直し

+28 ha15,610 ha87,072 ha令和7年5月随時変更

+161 ha15,771 ha87,072 ha今 回随時変更 9

議案

第１号
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区域区分の見直しの流れ

市街化区域に編入

国 （農林水産省 北陸農政局） と 新潟県 が協議
新潟都市計画区域内の目標年次（Ｒ12年）における

市街化区域の規模（フレーム）を決定

フレームの範囲内で、区域区分の見直し候補地区を選定

候補地区ごとに、北陸農政局と個別調整

（市街化区域を拡大する必要性、開発の確実性、農業環境に与える影響など）

都市計画の変更手続き

関係機関と都市計画に関する調整

※ 国土利用計画法や農振法などに
基づく手続きも別途必要

議案

第１号

１

２

３

４

５

Ｒ５年５月

本日
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市街化区域の拡大規模の算出方法

目標年次（Ｒ12年）における市街化区域の規模（フレーム）の算出方法

都市計画基礎調査の結果から算出

【目標年の推計人口】－【現況の収容可能人口】

＝【現況の市街化区域から溢れる保留人口 必要な拡大の規模（フレーム）】

・ 核家族化、単身世帯の増加など 人口減少下でも世帯数は増加傾向

（参考）
将来の市街化区域の人口密度をエリアごとに推定して計算
・ 中心市街地など、土地の高度利用を図るべき区域には適切な密度を設定
・ 市街化区域内の空き家の活用見込みを考慮

保留人口
現況

収容可能
人口

Ｒ12
推計人口

— ＝

――855千人都市計画区域内

11.2千人694千人705千人市街化区域内

――150千人調整区域内

今回の
見直し後

Ｒ5以降
対応済み

R12における
市街化区域の規模の見込み

700人3,180人11,200人保留人口

700人2,050人10,070人新潟市

内
訳

0人1,130人1,130人新発田市

0人0人0人聖籠町

7,320人
対応

議案

第１号

Ｒ５県決定
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市街化区域を拡大するねらい

人口減少が進行していくなか、基本的には市街地の拡大の抑制していくが、

新潟市都市計画基本方針の「コンパクトで持続可能なまちづくり」を進めていく

上位計画に基づき機能強化を図る地域の拠点として
計画的で質の高い整備を行う

住宅需要の高い若年夫婦、子育て世代、転入者の居住の受け皿は一定程度必要

若い世代の人口流出抑制の一助に

〔参考〕 固定資産税、都市計画税の収入増 ( > インフラの維持管理費 ）

× 都市を小さくする
○ 質の高い生活空間を充足し、中身を濃くする

議案

第１号

地域課題の解消や周辺地域の利便性向上
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市の取り組み

◆ 空き家対策の推進

国：既存住宅の流通促進

安心Ｒ住宅、長期優良住宅の推進など

市：空き家対策・活用推進室を設置

空き家住替え補助金、相談体制の整備など

◆ 中心市街地の活性化

中心市街地の都市再生や活性化に向けた取り組み

新潟駅周辺の市街地再開発事業、

にいがた2kmの取り組みなど

議案

第１号



14

本市における区域区分の見直しへの対応

新潟市都市計画基本方針「郊外土地利用の調整制度」

調整制度の基本的な考え方

調整制度の進め方

市全体や各区が抱える課題解決や機能向上につながる

真に必要かつ質の高い開発

土地利用計画の作成
（民間事業者からの提案など）

都市計画審議会
適否判断

（市）

都市計画の手続きへ

評価基準

① 開発の必要性

② 位置・規模の妥当性

③ 事業の確実性 など

議案

第１号
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区域区分の見直し経過①

【活用提案】市街化区域への編入を希望する地区

・住居系中心
・店舗などは周辺の立地状況を踏まえる

対象用途

県の区域区分に関する見直し基本方針に合致基本要件

・既存市街化区域と連続
・災害レッドゾーンを含まない

必須要件

・駅から半径1km、バス停から半径500ｍ以内
・生活利便施設の面積は1敷地3,000㎡以下
・上位計画に整合
・地域の課題解決につながる

市が期待
している
主な項目

【逆線提案】市街化調整区域への編入を希望する地区

・田畑地など地区内に建築物なし
・市街化区域を穴抜きにしない

必須要件

令和 4年 7月 土地利用の活用提案等の受付を開始

令和 4年12月 提案受付〆切 ( 開発提案：25地区 逆線提案：1地区 )

◆土地利用の活用提案等の受付要領（抜粋）

議案

第１号
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区域区分の見直し経過②

令和 5年1月～ 候補地区の選定

課題解決や機能向上につながる真に必要かつ質の高い開発であるか

◆選定の考え方

(1) 総合計画など行政計画との位置付けがある地区を優先
(2) フレームの範囲内で開発の必要性/確実性、地域の魅力創出、公共交通、防災など
(3) 地域特性を活かして、本市の発展につなげる

◆選定の視点

(1) 県の区域区分見直しに関する方針と開発の必要性について
・上位計画との整合

・公共交通での地域拠点へのアクセス性

・災害防止又は軽減対策の有無 など

(2) 全市または区が抱えている地域課題の解消、機能向上について

・提案地区周辺の課題解決、魅力向上、土地利用の活性化

・公共交通機能の強化、利用促進 など

(3) 農業環境への影響について

・営農者の農用地利用や土地改良施設への支障の有無 など

議案

第１号



令和 5年 6月 フレームの範囲内で見直し候補15地区を選定 → 個別調整へ

区域区分の見直し経過③

令和 5年 5月 新潟県が市街化区域の規模（フレーム）を決定
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◆開発候補14地区

◆逆線候補1地区 （市街化区域から調整区域に変更)

地区名区

矢代田地区1秋葉区

地区名区地区名区

フォスター亀田早通地区8
江南区

豊栄駅北地区1
北区

江南駅周辺地区9島見町地区2

荻川あおば通南地区10
秋葉区

大形駅北口地区3
東区

北上西地区11寺山地区4

大学南1丁目地区12

西区

鳥屋野潟南部地区5中央区

槇尾地区13江南区役所周辺地区6
江南区

内野地区14早苗２丁目地区7

令和7年5月13日 先行３地区の都市計画決定告示
残り1２地区は

個別調整を継続

議案

第１号



◆残る候補２地区

個別調整を継続
調った地区から

手続きを開始予定
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区域区分の見直し経過④

令和７年10月1日 残り１２地区のうち、１０地区の個別調整が完了

令和７年10月20日 9地区の都市計画の変更手続きを開始

令和８年３月下旬 9地区の都市計画決定告示（予定）

令和８年２月１６日 第1６１回 新潟市都市計画審議会 本日

地区名区地区名区

フォスター亀田早通地区8
江南区

豊栄駅北地区1
北区

江南駅周辺地区9島見町地区2

荻川あおば通南地区10
秋葉区

大形駅北口地区3
東区

北上西地区11寺山地区4

大学南1丁目地区12

西区

鳥屋野潟南部地区5中央区

槇尾地区13江南区役所周辺地区6
江南区

内野地区14早苗２丁目地区7

済済

議案

第１号



１．都市計画の体系（議案第1号～第４号）

２．区域区分見直しの経緯と必要性（議案第1号）

３．各地区の概要
-開発候補9地区（議案第1号～第4号）
-用途変更提案1地区（議案第2号）

４．手続きの状況（議案第1号～第４号）
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次第



都市計画変更の一覧

20

◆市街化区域編入 ９地区

◆用途地域変更 1地区 （ 提案制度による ）

地区
計画

用途地域の変更対応人口
編入予定

面積
地区名区名

○
二中高住居
一種住居
二種住居

→無指定464人5.8ha豊栄駅北地区1

北区

○
（変更）

準工業→
一中高住居
無指定

0人48.6ha島見町地区2

○
一種住居
準工業
工業

→無指定1,072人20.2ha大形駅北口地区3
東区

○一種住居→無指定951人17.2ha寺山地区4

○一種住居→無指定944人18.2ha江南区役所周辺地区5

江南区
○

二中高住居
一種住居
準工業

→無指定1,744人24.1haフォスター亀田早通地区6

○
二中高住居
一種住居

→無指定976人12.2ha荻川あおば通南地区7
秋葉区

○一種住居→無指定384人4.8ha北上西地区8

○一種住居→無指定784人10.1ha槇尾地区9西区

← ※ 既存住宅地の人口含む7,320人161.2ha合 計

用途地域の変更変更面積地区名区名

一種住居→一低層住居1.2ha南長潟地区1中央区

議案第１号 議案第２号
3号
4号

議案第２号

うち、現農地面積 約73ha



全体の位置図

①北区：豊栄駅北地区
（JR豊栄駅北側）

②北区：島見町地区
（新潟医療福祉大学周辺）

④東区：寺山地区
（寺山公園東側）

③東区：大形駅北口地区
（JR大形駅北側）

⑥江南区：フォスター亀田早通地区
（亀田工業団地南側）

⑤江南区：江南区役所周辺地区
（早苗２丁目地区を含む。江南区役所南側）

⑧秋葉区：北上西地区
（JRさつき野駅西側）

⑦秋葉区：荻川あおば通南地区
（JR荻川駅西側）

⑨西区：槇尾地区
（日本文理高校西側）

令和7年度に都市計画変更を行う見直し候補9地区

用途地域の変更提案があった１地区

南区

秋葉区

江南区

東区中央区 北区

西区

議案

第１号

⑩中央区：南長潟地区
（弁天線沿い）
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１．都市計画の体系（議案第1号～第４号）

２．区域区分見直しの経緯とねらい（議案第1号）

３．各地区の概要
-開発候補9地区（議案第1号～第4号）
-用途変更提案1地区（議案第2号）

４．手続きの状況（議案第1号～第４号）
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都市計画変更の必要性

・上位計画や基本方針の整合性

・位置、区域、規模の妥当性

・地域課題の解決につながるか

審議事項

次第
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市街化区域編入

1地区番号

豊栄駅北地区地区名

約5.8ha面 積

区画整理編入理由

住居系土地利用

縮尺１：25,000

北区

１ 北区 豊栄駅北地区 （位置図）

既存市街地や地域拠点（葛塚）の周辺部で、

地域の魅力や特色を活かしたまちづくりを

進める地区

新潟市都市計画基本方針区別構想

● 豊栄駅



１ 北区 豊栄駅北地区 （区域区分の変更）

市街化区域編入

1地区番号

豊栄駅北地区地区名

約5.8ha面 積

区画整理編入理由

住居系土地利用

●

ＪＲ白新線

豊栄駅

・ 豊栄駅を中心に計画的な都市開発が進む

・ 現在も住宅中心の土地利用ニーズが高い

・ 駅から1km圏内の既存市街化区域に接する

区域で、 駅を中心とした住居系の市街地開発

編入理由

議案

第１号

24



25

１ 北区 豊栄駅北地区 （現況）

●

ＪＲ白新線

豊栄駅



住宅用地 約1.5ha
105区画

生活利便施設用地
約1.4ha

スーパー、ホテルなど既存市街地 約1.7ha

１ 北区 豊栄駅北地区 （土地利用構想図）

・豊栄駅の公共交通機関の利用促進

・安心安全で環境にやさしい居住空間の創出

主な主な開発提案のテーマ

公園

雨水調整池

26



約2.3ha第二種中高層住居専用地域（60/200）

約5.8ha無指定（70/200） 約1.7ha第一種住居地域（60/200）

約1.8ha第二種住居地域（60/200）

約5.8ha合計約5.8ha合計

27

１ 北区 豊栄駅北地区 （用途地域の変更） 議案

第２号



28

１ 北区 豊栄駅北地区 （地区計画の決定）

Ｂ地区

Ａ地区

豊栄駅北第２地区名 称

約 4.1 ha面 積

居住環境、生活サービス、宿泊機能などの
複合的機能を持つ市街地を形成・保全

目標

・ 戸建て住宅を中心としたゆとりある住宅地
を形成

・ 都市計画道路沿いに周辺の居住環境に配慮
した生活利便施設を誘導
利便性の高い良好な住宅地とする

土地利用
方針

沿道サービス地区
3,000㎡超の店舗等を規制

Ａ地区
建築物の
用途制限 一般住居地区

用途地域の制限による
Ｂ地区

〔A,B地区〕
・ 道路、隣地境界から0.5ｍ壁面後退
・ 原則は生垣（1.0ｍ以下のフェンスは可）

その他
制限

議案

第３号



29

市街化区域編入

1地区番号

豊栄駅北地区地区名

約5.8ha面 積

区画整理編入理由

住居系土地利用

市街化区域編入

2地区番号

島見町地区地区名

約48.6ha面 積

開発行為編入理由

教育系土地利用

縮尺１：25,000

北区

２ 北区 島見町地区 （位置図）

新潟医療福祉大学をはじめとする教育機能を

活かし、区内交流を促進し、誰もが住みたくなる

まちづくりを推進する地区

新潟市都市計画基本方針区別構想



国道113号線

２ 北区 島見町地区 （区域区分の変更）

市街化区域編入

2地区番号

島見町地区地区名

約48.6ha面 積

開発行為編入理由

教育系土地利用

新潟医療福祉大学

新潟食糧農業大学

敬和学園高校

南浜中学校

・ 大学を中心に計画的な

都市開発が進む

・ 医福大の学部・学科の

拡大用地が必要

・ 既存市街化区域の大学

敷地に隣接する区域で

大学を中心とした市街地

開発

編入理由

議案

第１号

30



31

２ 北区 島見町地区 （現況）

国道113号

敬和学園高校

県道 島見濁川線

新潟医療福祉大学

新潟食糧農業大学



既存 大学施設用地
約51.4ha

新規 大学施設用地
約48.6ha

２ 北区 島見町地区 （土地利用構想図）

国道113号

新潟医療福祉大学

新潟食料農業大学

南浜中学校

「健康・スマ－ト学園都市」を形成し、学術・研究・

健康づくりの拠点性向上と都市機能の充実を図る。

主な開発提案のテーマ

道路

32



約100ha準工業地域（60/200）
約51.4ha第一種中高層住居専用地域（60/200）

約48.6ha無指定（60/200、30/80）

約100ha合計約100ha合計

33

２ 北区 島見町地区 （用途地域の変更） 議案

第２号



２ 北区 島見町地区 （地区計画の変更）

（ 旧 ） 島見町地区名 称

約 51.4 ha面 積

大学関連施設の整備による大学機能の強化・充実
緑に包まれたキャンパスタウンの形成・保全

目標

植栽や芝生を整備し、大学関連施設を計画的に配置
周辺の自然環境と調和した緑に包まれた
キャンパスタウンの形成を図る

土地利用
方針

学校、住宅、病院、老人ホームなど
都市計画審議会の議を経て地区計画の整備開発方針
の実現に資すると市長が認めたもの

建築物の
用途制限

議案

第４号
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２ 北区 島見町地区 （地区計画の変更）

（ 新 ） 島見研究学園都市地区名 称

約 100 ha面 積

周辺環境に配慮した良好な教育・研究環境が
整備された研究学園都市を形成・保全

目標

新潟医療福祉大学、新潟食糧農業大学の大学
施設や産学連携施設、学生教職員用の住居や
生活利便施設などを誘導

良好な研究学園都市の形成を図る

土地利用
方針

地区計画の整備開発方針の実現に資するとし
て市長が認めたもの

建築物の
用途制限

大学地区
大学の教育施設などを誘導

500㎡超店舗、遊戯施設、工場
などを制限

Ａ地区

大学・産学連携地区
大学の教育研究施設、産学連携施設
などを誘導

500㎡超店舗、遊戯施設、危険性
の高い工場などを制限

Ｂ地区

大学生活利便施設地区
学生や教職員向け生活利便施設
などを誘導

3,000㎡超店舗、住居、工場
などを制限

Ｃ地区

Ａ地区

Ａ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｃ地区

議案

第４号
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36縮尺１：25,000

市街化区域編入

3地区番号

大形駅北口地区地区名

約20.2ha面 積

区画整理編入理由

住居系土地利用

市街化区域編入

4地区番号

寺山地区地区名

約17.2ha面 積

区画整理編入理由

住居系土地利用

３ 東区 大形駅北口地区 （位置図）

幅広い世代が住み続け、学び、交流できる

まちづくりを進める地区

東区まちづくり計画

東区

● 大形駅



国道7号 新潟バイパス

３ 東区 大形駅北口地区 （区域区分の変更）

市街化区域編入

3地区番号

大形駅北口地区地区名

約20.2ha面 積

区画整理編入理由

住居系土地利用

新潟北高校

海老ケ瀬
ＩＣ

新潟県立大学

●

ＪＲ白新線

大形駅

・ 生徒数増加による駅利用者増

など、地域環境の変化の見込み

・ 住宅地や公共交通機関の待合

環境など土地利用ニーズが高い

・ 駅から1km圏内の既存市街化

区域に接する区域で、 駅を中心

とした住居系の市街地開発

編入理由

議案

第１号

市
道

37



38

３ 東区 大形駅北口地区 （現況）

新潟北高校

海老ケ瀬
ＩＣ

ＪＲ白新線

大形駅

市
道



国道７号 新潟バイパス

住宅用地 約4.5ha
306区画

生活利便施設用地 約2.3ha
スーパー、クリニックなど

業務系用地 約6.5ha
作業所など

３ 東区 大形駅北口地区 （土地利用構想図）

交流施設用地
約1.1ha

待合スペース、交流広場
複合店舗など

●
ＪＲ白新線

大形駅

新潟北高校

新潟県立大学

・学生や地域住民などの地域交流の推進

・学生の通学路の安心安全確保

・大形駅利用者及び地域住民の利便性向上

主な開発提案のテーマ

海老ケ瀬
ＩＣ

公園

雨水調整池

鉄塔,ポンプ場

市
道

39



約12.3ha第一種住居地域（60/200）

約20.2ha無指定（60/200） 約2.7ha準工業地域（60/200）

約5.2ha工業地域（60/200）

約20.2ha合計約20.2ha合計

40

３ 東区 大形駅北口地区 （用途地域の変更）

大形駅 大形駅

海老ケ瀬
ＩＣ

海老ケ瀬
ＩＣ

議案

第２号



３ 東区 大形駅北口地区 （地区計画の決定）

大形駅北口地区名 称

約 20.2 ha面 積

周辺環境に配慮した住宅や生活利便施設、地域交流
施設等を適切に配置し、良好な住環境が整備された
市街地を形成・保全

目標

・ 戸建て住宅を中心としたゆとりある住宅地を形成
・ 主要な区画道路沿いに周辺の居住環境に配慮した

生活利便施設を誘導
利便性の高い良好な住宅地とする

土地利用
方針

交流・利便施設地区
住宅、遊技場、工場、3,000㎡超店舗
などを制限

Ａ地区

建築物の
用途制限

一般住居地区
500㎡超店舗、遊技場、工場などを制限

Ｂ地区

準工業地区
住宅、3,000㎡超店舗、
危険性の高い工場などを制限

Ｃ地区

工業地区
住宅、学校、病院、3,000㎡超店舗、
危険性の高い工場などを制限

Ｄ地区

〔Ａ,Ｂ地区〕道路,隣地境界から0.5ｍ壁面後退
〔C,D地区〕道路,隣地境界から1.0ｍ壁面後退

〔B地区〕
・ 原則,生垣（1.0ｍ以下フェンスは可）
・ 0.6ｍ以下に盛土制限
・ 最低敷地面積135㎡

その他
制限

Ｂ地区

Ａ地区

Ｃ地区

Ｄ地区

議案

第３号

市
道

海老ケ瀬
ＩＣ

大形駅

国道7号 新潟バイパス

41



42縮尺１：25,000

市街化区域編入

3地区番号

大形駅北口地区地区名

約20.2ha面 積

区画整理編入理由

住居系土地利用

市街化区域編入

4地区番号

寺山地区地区名

約17.2ha面 積

区画整理編入理由

住居系土地利用

４ 東区 寺山地区 （位置図）

幅広い世代が住み続け、学び、交流できる

まちづくりを進める地区

東区まちづくり計画

東区

● 大形駅



４ 東区 寺山地区 （区域区分の変更）

市街化区域編入

4地区番号

寺山地区地区名

約17.2ha面 積

区画整理編入理由

住居系土地利用

●
ＪＲ白新線

東新潟駅

逢谷内
ＩＣ

寺山公園
東総合体育館

牡丹山小学校 木戸中学校

県道 安田新潟自転車道線

・ 新潟バイパスなど主要幹線道路を中心に

計画的な都市開発が進む

・ 現在も住宅中心の土地利用ニーズが高い

・ 駅から1km圏内の既存市街化区域に

接する区域で、 駅を中心とした住居系の

市街地開発

編入理由

議案

第１号

43



44

４ 東区 寺山地区 （現況）

ＪＲ白新線

東新潟駅

逢谷内
ＩＣ

寺山公園

東総合体育館



住宅用地 約3.9ha
199区画

生活利便施設用地 約4.1ha
スーパー、保育園、福祉施設など既存 寺山公園

約4.6ha

４ 東区 寺山地区 （土地利用構想図）

ＪＲ白新線

東新潟駅

逢谷内
ＩＣ

寺山公園

東総合体育館

安田新潟自転車道線

・持続可能な子育てと福祉のまちの形成

・地域に不足している暮らしに必要なサービス

機能の整備充実

主な開発提案のテーマ

公園

雨水調整池

鉄塔
45



約17.2ha第一種住居地域（60/200）約17.2ha無指定（60/200）

46

４ 東区 寺山地区 （用途地域の変更） 議案

第２号



４ 東区 寺山地区 （地区計画の決定）

寺山地区名 称

約 11.1 ha面 積

周辺環境に配慮した住宅や生活利便施設
等を適切に配置し、良好な住環境が整備
された市街地を形成・保全

目標

戸建て住宅を中心としたゆとりある住宅
地を形成
主要幹線道路沿いに周辺の居住環境に
配慮した生活利便施設を誘導

利便性の高い良好な住宅地とする

土地利用
方針

沿道サービス地区
遊技場、工場、3,000㎡超
店舗などを制限

Ａ地区

建築物の
用途制限

一般住居地区
500㎡超店舗、遊技場、
工場などを制限

Ｂ地区

国道７号沿線地区
戸建住宅、500㎡超店舗、
遊技場、工場などを制限

Ｃ地区

〔B地区〕
・道路,隣地境界から0.5ｍ壁面後退
・原則,生垣（1.0ｍ以下フェンスは可）
・最低敷地面積135㎡

〔Ｂ，Ｃ地区〕
・0.6ｍ以下に盛土制限

その他
制限

Ｂ地区

Ａ地区

Ｃ地区

議案

第３号

寺山公園

安田新潟自転車道線

47



48縮尺１：25,000

市街化区域編入

5地区番号

江南区役所周辺地区地区名

約18.2ha面 積

区画整理、開発行為編入理由

住居系土地利用

市街化区域編入

6地区番号

フォスター亀田早通地区地区名

約24.1ha面 積

開発行為編入理由

住居系土地利用

５ 江南区 江南区役所周辺地区 （位置図）

行政施設など多様な都市機能の集積を図る地区

【旧亀田町】都市計画マスタープラン

江南区

亀田地区を地域拠点とした活性化を図る

新潟市都市計画基本方針区別構想

●
亀田駅



５ 江南区 江南区役所周辺地区 （区域区分の変更）

市街化区域編入

5地区番号

江南区役所周辺地区地区名

約18.2ha面 積

区画整理、開発行為編入理由

住居系土地利用
亀田西中学校

江南区役所

江南消防署

鵜ノ子
ＩＣ

・ 都市計画道路沿線を中心に

計画的な都市開発が進む

・ 行政施設の集積が進み、

住宅中心の土地利用ニーズ

が高い

・ 行政施設から500ｍ圏内の

既存市街化区域に接する区域

で、 住居系の市街地開発

編入理由

議案

第１号

福祉センター
きらとぴあ

49



50

５ 江南区 江南区役所周辺地区 （現況）

亀田西中学校

江南区役所

江南消防署

鵜ノ子
ＩＣ

福祉センター
きらとぴあ 亀田西小学校



住宅用地 約4.2ha
272区画

生活利便施設用地 約3.1ha
スーパー、ドラッグストアなど

既存 公共施設用地
約6.2ha

５ 江南区 江南区役所周辺地区 （土地利用構想図）

亀田西中学校

江南区役所

江南消防署

鵜ノ子
ＩＣ

・若い世代や子育て世代が安心、安全に

暮らせる住宅地の形成

・歩いて暮らせるスケールのコンパクト

な居住環境の地域拠点を形成

主な開発提案のテーマ

公園

雨水調整池

墓地

商工会議所 51



52

５ 江南区 江南区役所周辺地区 （用途地域の変更）

約18.2ha第一種住居地域（60/200）約18.2ha無指定（60/200）

江南消防署

亀田西中学校

江南区役所
江南消防署

亀田西中学校

江南区役所

議案

第２号



５ 江南区 江南区役所周辺地区 （地区計画の決定）

江南区役所周辺地区名 称

約 10.5 ha面 積

周辺環境に配慮した住宅や生活利便施設等を
適切に配置し、良好な住環境が整備された市街地
を形成・保全

目標

行政施設が集積する地区を囲むように住宅地
を配置
戸建て住宅を中心としたゆとりある住宅地を形成
徒歩圏内に生活利便施設を誘導

歩いて暮らせるコンパクトな市街地とする

土地利用
方針

一般住宅地区
500㎡超店舗、遊技場、工場などを
制限

Ａ地区

建築物の
用途制限 沿道サービス地区

遊技場、工場、3,000㎡超店舗など
を制限

Ｂ地区

〔A,B地区〕
・道路,隣地境界から0.5ｍ壁面後退
・原則,生垣（1.5ｍ以下フェンスは可）

〔Ａ地区〕
・絶対高さ15ｍ以下
・最低敷地面積135㎡
・車両の乗入口の制限

その他
制限

Ａ地区

Ａ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

議案

第３号

亀田西中学校

江南区役所

江南消防署

53



54縮尺１：25,000

市街化区域編入

5地区番号

江南区役所周辺地区地区名

約18.2ha面 積

区画整理、開発行為編入理由

住居系土地利用

市街化区域編入

6地区番号

フォスター亀田早通地区地区名

約24.1ha面 積

開発行為編入理由

住居系土地利用

６ 江南区 フォスター亀田早通地区 （位置図）

江南区

将来の市街地整備の重点地区

【旧亀田町】都市計画マスタープラン

亀田地区を地域拠点とした活性化を図る

新潟市都市計画基本方針区別構想

●
亀田駅



６ 江南区 フォスター亀田早通地区 （区域区分の変更）

市街化区域編入

6地区番号

フォスター亀田早通地区地区名

約24.1ha面 積

開発行為編入理由

住居系土地利用

亀田西中学校

江南区役所

早通小学校

江南消防署

鵜ノ子
ＩＣ

亀田工業団地

・ 住宅や周辺に不足する生活利便

施設の立地ニーズが高い

・ 平成7年に南側住宅地が造成

されるも、飛び地のため市街化

編入できず

・ 既存市街化区域に接する北側で

住居系の市街地開発を行い、

南側住宅地と一体で編入

編入理由

議案

第１号

55



56

６ 江南区 フォスター亀田早通地区 （現況）

丸潟鵜ノ子線

江南区役所

早通小学校

国
道

49
号

新
潟
亀
田
バ
イ
パ
ス

鵜ノ子
ＩＣ

亀田郷土地改良区

弁
天
線



住宅用地 約4.1ha
271区画

生活利便施設用地
約1.9ha

生活雑貨店など

既存住宅地
約12.3ha

６ 江南区 フォスター亀田早通地区 （土地利用構想図）

亀田郷土地改良区
既存 約0.4ha

鵜ノ子
ＩＣ

公園

雨水調整池

・フォスター ＝ 育む

・通勤・通学・買物に便利な住宅地

・子どもが小さいファミリー層を

ターゲットに、安心して子育てが

できる住宅団地の形成

主な開発提案のテーマ

業務系用地
約2.0ha

食品加工工場併設
スーパーなど

57



約12.3ha第二種中高層住居専用地域（60/200）

約24.1ha無指定（60/200） 約9.2ha第一種住居地域（60/200）

約2.6ha準工業地域（60/200）

約24.1ha合計約24.1ha合計

58

６ 江南区 フォスター亀田早通地区 （用途地域の変更）

早通小学校

鵜ノ子
ＩＣ

早通小学校

鵜ノ子
ＩＣ

議案

第２号



フォスター亀田早通地区名 称

約 11.8 ha面 積

周辺環境に配慮した住宅や生活利便施設等を適切
に配置し、良好な住環境が整備された市街地を
形成・保全

目標

戸建て住宅を中心としたゆとりある住宅地を形成
主要幹線道路沿いに周辺の居住環境に配慮した
生活利便施設を誘導

利便性の高い良好な住宅地とする

土地利用
方針

沿道サービス地区
住宅、遊技場、3,000㎡超店舗、
危険性の高い工場などを制限

Ａ地区

建築物の
用途制限

サービス地区
住宅、遊技場、3,000㎡超店舗、
工場などを制限

Ｂ地区

一般住宅地区
1500㎡超店舗、遊技場、工場など
を制限

Ｃ地区

〔Ａ,Ｂ地区〕道路,隣地境界から1.0ｍ壁面後退
〔Ｃ地区〕 道路,隣地境界から0.5ｍ壁面後退

〔Ｃ地区〕
・原則,生垣（1.0ｍ以下フェンスは可）
・絶対高さ15ｍ以下
・最低敷地面積100㎡
・1.0ｍ以下に盛土制限

その他
制限

６ 江南区 フォスター亀田早通地区 （地区計画の決定）

Ａ地区 Ｂ地区

Ｃ地区

議案

第３号

59



60縮尺１：25,000

市街化区域編入

7地区番号

荻川あおば通南地区地区名

約12.2ha面 積

区画整理編入理由

住居系土地利用

市街化区域編入

8地区番号

北上西地区地区名

約4.8ha面 積

開発行為編入理由

住居系土地利用

秋葉区

７ 秋葉区 荻川あおば通南地区 （位置図）

荻川駅周辺を生活拠点として位置付け

身近な生活利便性を高める地区

新潟市都市計画基本方針区別構想

●

荻川駅

●さつき野駅



７ 秋葉区 荻川あおば通南地区 （区域区分の変更）

市街化区域編入

7地区番号

荻川あおば通南地区地区名

約12.2ha面 積

区画整理編入理由

住居系土地利用

●

ＪＲ信越本線

荻川駅

・ 荻川駅を中心に計画的な都市開発が進む

・ 現在も住宅中心の土地利用ニーズが高い

・ 駅から1km圏内の既存市街化区域に接する

区域で、 駅を中心とした住居系の市街地開発

編入理由

議案

第１号

61

荻川小学校



62

７ 秋葉区 荻川あおば通南地区 （現況）

ＪＲ信越本線

荻川駅

荻
川
新
津
線

荻川
小学校



住宅用地 約5.5ha
300区画

生活利便施設用地
約2.6ha

スーパー、福祉施設など

７ 秋葉区 荻川あおば通南地区 （土地利用構想図）

・幅広い世代に選ばれるまち

・日常サービス施設用地の確保

・安心安全快適で質の高い住宅地の供給

主な開発提案のテーマ

公園

雨水調整池 63



約9.6ha第二種中高層住居専用地域（60/200）
約12.2ha無指定（60/200）

約2.6ha第一種住居地域（60/200）

約12.2ha合計約12.2ha合計

64

７ 秋葉区 荻川あおば通南地区 （用途地域の変更） 議案

第２号



７ 秋葉区 荻川あおば通南地区 （地区計画の決定）

荻川あおば通南地区名 称

約 12.2 ha面 積

周辺環境に配慮した住宅や生活利便施設等
を適切に配置し、良好な住環境が整備された
市街地を形成・保全

目標

戸建て住宅を中心としたゆとりある住宅地を
形成
市道荻川新津線沿いに周辺の居住環境に配慮
した生活利便施設を誘導

利便性の高い良好な住宅地とする

土地利用
方針

日常サービス地区
住宅、遊技場、3,000㎡超店舗、
工場などを制限

Ａ地区

建築物の
用途制限 一般住居地区

500㎡超店舗、遊技場、工場など
を制限

Ｂ地区

〔Ｂ地区〕
・道路,隣地境界から1.0ｍ壁面後退
・原則,生垣（1.0ｍ以下フェンスは可）
・最低敷地面積150㎡

その他
制限 Ａ地区

Ｂ地区

議案

第３号

65



66縮尺１：25,000

市街化区域編入

7地区番号

荻川あおば通南地区地区名

約12.2ha面 積

区画整理編入理由

住居系土地利用

市街化区域編入

8地区番号

北上西地区地区名

約4.8ha面 積

開発行為編入理由

住居系土地利用

秋葉区

８ 秋葉区 北上西地区 （位置図）

交通インフラを最大限に活用し、多種

多様な企業や人材が協業・共創するた

めの環境を整え、新規企業の誘致を推

進する地区

秋葉区区ビジョンまちづくり計画

●

荻川駅

●
さつき野駅



８ 秋葉区 北上西地区 （区域区分の変更）

市街化区域編入

8地区番号

北上西地区地区名

約4.8ha面 積

開発行為編入理由

住居系土地利用
●

ＪＲ信越本線

さつき野駅

・ さつき駅を中心に計画的な都市開発が進む

・ 現在も小規模事務所等や住宅の土地利用

ニーズが高い

・ 駅から1km圏内の既存市街化区域に接する

区域で、 駅を中心とした住居系の市街地開発

編入理由

議案

第１号

67



68

８ 秋葉区 北上西地区 （現況）

ＪＲ信越本線

さつき野駅

山
谷
22
号
北
上
線



住宅用地 約2.5ha
165区画

事務所等用地
約0.6ha

シェアオフィス、カフェ、
パーク＆ライド駐車場など

防災公園用地
約0.4ha

８ 秋葉区 北上西地区 （土地利用構想図）

ＪＲ信越本線

さつき野駅

・現代の働き方に対応した業務地の提供による

U・I ターン移住促進

・駅の利用者増大や地域人口の増加

・災害対応の公園による避難受け入れ

主な開発提案のテーマ

雨水調整池

69



70

８ 秋葉区 北上西地区 （用途地域の変更）

約4.8ha第一種住居地域（60/200）約4.8ha無指定（60/200）

議案

第２号



８ 秋葉区 北上西地区 （地区計画の決定）

北上西地区名 称

約 4.8 ha面 積

周辺環境に配慮した住宅や災害時の一時
避難場所となる公園、業務用地等を適切に
配置し、良好な住環境が整備された市街地
を形成・保全

目標

戸建て住宅を中心としたゆとりある住宅地
を形成
市道山谷22号北上線沿いに周辺の居住環
境に配慮した業務用地を誘導

利便性の高い良好な住宅地とする

土地利用
方針

業務地区
住宅、学校、病院、遊技場、工場
1,500㎡超店舗、などを制限

Ａ地区

建築物の
用途制限 一般住宅地区

学校、病院、500㎡超店舗、
遊技場、工場などを制限

Ｂ地区

〔A,B地区〕
・絶対高さ13ｍ以下
・道路,隣地境界から0.5ｍ壁面後退
・原則,生垣（1.0ｍ以下フェンスは可）

〔Ｂ地区〕
・最低敷地面積135㎡

その他
制限

Ａ地区

Ｂ地区

議案

第３号

71



72縮尺１：25,000

市街化区域編入

9地区番号

槇尾地区地区名

約10.1ha面 積

区画整理編入理由

住居系土地利用

西区

９ 西区 槇尾地区 （位置図）

JR越後線各駅周辺地域を生活拠点と

して機能の充実を図る地区

新潟市都市計画基本方針区別構想

●

内野駅



日本文理高校

９ 西区 槇尾地区 （区域区分の変更）

市街化区域編入

9地区番号

槇尾地区地区名

約10.1ha面 積

区画整理編入理由

住居系土地利用

●

ＪＲ越後線

内野駅

内野小学校

信楽園病院

西消防署

・ 内野駅や新潟大学、文理高校などを中心に

計画的な都市開発が進む

・ 現在も住宅中心の土地利用ニーズが高い

・ 駅から1km圏内の既存市街化区域に接する

区域で、 駅を中心とした住居系の市街地開発

編入理由

議案

第１号

73



74

９ 西区 槇尾地区 （現況）

日本文理高校

西大通り

西消防署



住宅用地 約3.4ha
259区画

生活利便施設用地
約1.5ha

スーパーなど

既存 公共公益系用地
約0.3ha

寺院、市営福祉施設

９ 西区 槇尾地区 （土地利用構想図）

自動車学校用地
約1.5ha

既存 店舗・事務所用地
約0.7ha

コンビニ、事業所など

日本文理高校

西消防署

・JR内野駅周辺の機能充実と多世代が共存・共生し

安心・安全に住み続けられるまちの実現

・西区に不足する自動車学校を誘導し、学生・就業者

などへの利便性向上や高齢者への教習環境の提供

主な開発提案のテーマ

公園

雨水調整池 75



76

９ 西区 槇尾地区 （用途地域の変更）

約10.1ha第一種住居地域（60/200）約10.1ha無指定（60/200）

日本文理高校

西消防署

日本文理高校

西消防署

議案

第２号



９ 西区 槇尾地区 （地区計画の決定）

槇尾地区名 称

約 9.2 ha面 積

周辺環境に配慮した住宅や生活利便施設
等を適切に配置し、良好な住環境が整備
された市街地を形成・保全

目標

西大通沿いは生活利便施設や業務施設等
を誘導

賑わいある住宅地を形成
既存住宅の周辺は低層住宅を中心とした
地域コミュニティ創出に資する施設を誘導

周辺環境へ配慮した住環境を形成

土地利用
方針

沿道サービス地区
遊技場、工場、3,000㎡超の
店舗などを制限

Ａ地区

建築物の
用途制限 低層住宅地区

遊技場、工場、病院、150㎡超
店舗などを制限

Ｂ地区

〔Ｂ地区〕
・容積率150％以下
・絶対高さ10ｍ以下
・原則,生垣（0.5ｍ以下フェンスは可）

その他
制限

Ａ地区

Ｂ地区

議案

第３号

77



１．都市計画の体系（議案第1号～第４号）

２．区域区分見直しの経緯とねらい（議案第1号）

３．各地区の概要
-開発候補9地区（議案第1号～第4号）
-用途変更提案1地区（議案第2号）

４．手続きの状況（議案第1号～第４号）

78

次第

都市計画変更の必要性

・上位計画や基本方針の整合性

・位置、区域、規模の妥当性

審議事項



79都市計画変更の手続きに着手

都市計画の変更の必要性を判断

１０ 中央区 南長潟地区 （経緯）

提案者（地権者）が提案書を提出
法第２１条の２

都市計画提案制度

◆提案の要件

（１）提案する区域が面積０．５ha以上の一体的な区域

提案区域の面積「１．２ha」

（２）法第１3条その他都市計画に関する基準や市の上位計画に適合

都市計画マスタープランにおいて「都心周辺部」として位置づけ

（３）提案区域における土地所有者等の３分の２以上の同意

地権者同意率 ３分の２以上 （約６８％）

第２１条の２
第１項、第３項

妥当

議案

第２号



80

縮尺１：25,000

用途地域の変更

10地区番号

南長潟地区地区名

約1.2ha面 積

住居系土地利用

姥ケ山IC

新潟亀田
IC

新潟駅

鳥屋野潟

・ 高速道路、バイパスIC、

幹線道路に近接し、

弁天線沿いの交通利便性

が高い居住エリア

・ 都市計画基本方針や

新潟市立地適正化計画で

「都心周辺部」に位置づけ

・ 幹線道路沿線に相応しい

適正な土地利用が求めら

れている

１０ 中央区 南長潟地区 （位置図） 議案

第２号



鳥屋野潟公園線

１０ 中央区 南長潟地区 （配置図）

弁
天
線

用途地域の変更

10地区番号

南長潟地区地区名

約1.2ha面 積

住居系土地利用

姥ケ山
ＩＣ

野球場

鳥屋野潟公園

新潟亀田
ＩＣ

鳥屋野潟南部地区の開発に伴い、
にぎわい創出や経済活性化など、

地域全体の今後の発展が期待できる

議案

第２号

鳥屋野潟南部地区
R7.5月編入

開発予定地

81
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１０ 中央区 南長潟地区 （現況）

鳥屋野潟公園線

弁
天
線

国
道

49
号

新
潟
亀
田
バ
イ
パ
ス

姥ケ山
ＩＣ

鳥屋野潟南部地区
R7.5月編入

議案

第２号

一種住居 一種低層
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１０ 中央区 南長潟地区 （用途地域の変更）

第一種住居地域第一種低層住居専用地域

建ぺい率 60 ％
容積率 200 ％
絶対高さ 制限なし

建ぺい率 50 ％
容積率 100 ％
絶対高さ 10 ｍ

議案

第２号



用途地域の変更は
妥当と判断

◆用途変更後

・ 建築可能となる建物の種類が増え、弁天線沿いの土地利用の幅が広がる

・ 主要幹線道路沿線として「暮らしやすさの充実」、「効率的なサービス提供
の維持」が可能となる

・ 周辺環境と調和した計画的な市街地整備が行われることが期待でき、
「地域のさらなる発展」につながる

１０ 中央区 南長潟地区 （変更理由）

◆用途変更前

地形地物で境界を設定しておらず、用途地域界が敷地を分断

弁天線沿いの敷地で、建築物の種類や高さに第一種低層住居専用地域の
制限がかかり、土地利用の計画が図りづらい

【参考】 都市計画運用指針 （国土交通省：令和７年３月改定）

用途地域の指定見直し及び廃止に関する基本的な考え方

道路等の基盤施設整備や土地区画整理事業等の面的整備事業等
により、目指すべき市街地像に変更が生じ、新たな市街地像に対
応した用途地域に変更することが相当な場合 84

議案

第２号



１．都市計画の体系（議案第1号～第４号）

２．区域区分見直しの経緯とねらい（議案第1号）

３．各地区の概要
-開発候補9地区（議案第1号～第4号）
-用途変更提案1地区（議案第2号）

４．手続きの状況（議案第1号～第４号）

85

次第



都市計画手続きの状況

86

1．素案（原案）の縦覧 令和7年10月20日～11月4日

備考意見申出書縦覧者数

公聴会を開催
フォスター亀田早通地区２件14名区域区分の変更

南長潟地区1件14名用途地域の変更

―0件11名地区計画の決定

―0件3名地区計画の変更

備考意見書縦覧者数

―0件4名区域区分の変更

―0件2名用途地域の変更

―0件2名地区計画の決定

―0件1名地区計画の変更

２．案の縦覧 令和8年1月29日～2月12日

日 時 ： 令和7年11月17日 午後2時～4時
場 所 ： 新潟市役所ふるまち庁舎
出席者 ： 発表者 ３名、傍聴者 ３名



フォスター亀田早通地区 （区域区分の変更） 議案

第１号

87

変更後
（二中高）

変更前
（無指定）

200％200％容積率

60％60％建ぺい率

⊿1.25⊿1.5道路斜線

20m+⊿1.2531m+⊿2.5隣地斜線

ありなし日影規制
南側既存住宅地

北側開発地

（早通１丁目、２丁目）
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市の考え方意見の概要

・本計画は上位計画に沿った計画である

・北側エリアの開発に伴い、現に相当程度宅地化し都市基盤が整った

南側住宅地が既存市街化区域に連続することで、国や県の指針に

合致

区域区分の見直しについ

て、南側と北側は分けて

検討すべき。

税金が増加すると住みづ

らくなる。

・地区計画を設定することで、制限をさらに細かく設けることも可能

・建築基準関係規定を遵守した計画か、建築確認申請で確認

・中高層建築物の建築に関する市の指導要綱に基づき指導

高層建築による日照問題

などのトラブルのおそれ

事前の住民説明会や資料配布を行い、縦覧時の意見申出期間を設け

ているため、市として賛否調査は行なわない

南側住宅地の全世帯を対

象に賛否調査をすべき。

賛否調査や内容の変更は行なわないが、必要に応じて説明会や勉強会を開催するなど、
南側住宅地の住民と将来のまちづくりについて対話を続けていく。

◆意見１、２ （フォスター亀田早通地区 江南区早通１丁目、２丁目 住民）

意見の概要と市の考え方 （フォスター亀田早通地区） 議案

第１号



鳥屋野潟公園線

弁
天
線

姥ケ山
ＩＣ

野球場

鳥屋野潟公園

新潟亀田
ＩＣ

議案

第２号

鳥屋野潟南部地区
R7.5月編入

開発予定地

89

変更後
（一住）

変更前
（一低層）

200％100％容積率

60％50％建ぺい率

なし10ｍ絶対高さ

なし5m+⊿1.25北側斜線

⊿1.25⊿1.25道路斜線

20m+⊿1.25なし隣地斜線

ありあり日影規制

南長潟地区

南長潟地区 （用途地域の変更）
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市の考え方意見の概要

・地区計画を設定することで、制限をさらに細かく設けることも可能

・建築基準関係規定を遵守した計画か、建築確認申請で確認

・中高層建築物の建築に関する市の指導要綱に基づき指導

住環境が悪化する建築物

が建設されるおそれ

・都市計画提案のあった範囲での用途地域の変更は妥当であるため

都市計画手続きを進める

・今後、南長潟全体の将来的な土地利用を考えていくにあたり、

必要に応じて説明会や勉強会など協力していく

エリアが狭い。

案を凍結し、広範囲の区域

変更のための住民説明会

を求める。

当該素案の内容変更は行わないが、必要に応じて説明会や勉強会を開催するなど、
南長潟地区を含めた周辺住民と将来のまちづくりについて対話を続けていく。

◆意見3 （南長潟地区 中央区南長潟 住民）

意見の概要と市の考え方 （南長潟地区） 議案

第２号
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〔参考〕 フォスター亀田早通地区 南側住宅地の住民への対応記録

令和７年 8月 【市】市街化区域編入について住民説明会を開催

令和7年10月 【市】上記説明会内容の再周知、素案縦覧開始の案内配布

令和7年12月 【市】地区計画について勉強会を開催

令和8年 1月 【市】市街化区域編入について説明会を開催

〔参考〕 各地区の住民への対応記録

〔参考〕 南長潟地区 住民への対応記録

令和7年 ６～７月 【提案者】用途地域の変更に関して地権者へ個別訪問説明し同意書を取得

令和7年 ８月 【市】用途地域変更に関する意見徴収（地権者、周辺住民あて）→意見なし

令和７年 ９月 【市】用途地域変更に関する住民説明会を開催

【市】用途地域変更に関する意見徴収（集合住宅あて） →意見なし

令和７年１０月～ 【市】意見申出者へ改めて内容説明、地区計画策定について協議

議案

第２号

議案

第１号



今後のスケジュール （予定）

92

２月１６日 新潟市都市計画審議会 （本日）

２月中旬 新潟県知事意見照会

２月下旬 新潟県知事意見照会回答

３月上旬 国土交通大臣同意協議

３月下旬 国土交通大臣同意協議回答

３月下旬 都市計画変更の告示


